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今年度要求のポイント

区分
その他一般施策

(単位　千円)

2 局・課名 環境局・ 環境指導課
マスタープラン

３つの挑戦
マスタープラン

施策番号
 5整理番号 10 - 013

環境テレメータ

事業期間 　H　～　H　　

平成24年度決算額

16,841

環境テレメータシステム改修 改修した環境テレメータシステムの運用管
理

【経過（～25年度）】 【26年度】

　本事業は法定受託事務であり、「大気汚染防止法第22条の規定に基
づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務処理基準」を順守して
行う。

・大気汚染の環境基準が設定されている測定項目を重点的に、自動測
定装置による測定と分析委託による濃度測定を行う。
・大気汚染緊急時(光化学スモッグ)の措置に遂次対応するために、環
境テレメータシステムの運用を行う。
・測定精度維持のために測定保守点検を委託し、老朽化機器の更新を
行う。
・堺市独自の分析機関を所有していないことから、有害大気汚染物質
の分析や微小粒子状物質の成分分析等を外部委託する。

事業目的

事業内容

大気汚染常時監視

その他

64,961100,801

43,481

内容・積算等項目

　大気汚染状況の常時監視を継続することにより、市域の環境基準の適否など環
境大気状況を把握し人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、大気汚染防止の
基盤とするため、測定精度の維持が必要不可欠である。測定精度を維持するた
め、委託による保守点検や老朽化機器の入れ替え等を行う。
　労務単価の増加および分析費増に伴い委託費が増加傾向にある。

25年度予算

233

主な要求内容 （単位：千円）

平成25年度予算額 平成26年度要求額

全体事業費

26年度要求額

263

38,209 4,096

維持管理 158

100,801

191

改修した環境テレメータシステムの運用管理

【今後（27年度～）】

その他　特記事項スケジュール（経過及び今後展開）

合計 64,961

関連事業

事 業 名 大気汚染監視事業

16,930

45,360

大気汚染監視

事 業 費

　大気汚染防止法第18条の23及び第22条の規定に基づき大気汚染物質
を常時監視測定することにより、市民の健康の保護及び生活環境の保
全を図るとともに、汚染状況を把握することにより大気保全施策に資
することを目的とする。


